
施策

番号
施策名 委員からの質問内容

2
不妊対策事業

（地域保健課）

【今後の方向性】について、3.見直し

(検討)と　あるが、どのような方向で見

直されることとなるか。

　不妊対策事業について、国も後押しし

ている背景がある。その背景を勘案し

て、「見直し」が縮小となっていくの

か、またはやり方等を変更して充実の方

向となっていくのかについて教えてほし

い。

令和３年12月末の予防接種率（単

位：％）

70.5%

令和４年１月末の個別相談件数

（単位：件）

146件

計画の基本目標の資料掲載につ

いて

本計画では、基本理念を「みんなで子育て　子どもが健やかにきらきらと育つまち　和歌山市」とし、次の６つの

基本目標に基づいて施策（全１５６施策）を進めています。（別添参照）

①子供の健やかな成長を支える母子保健事業の充実

②子育てしやすい環境整備の充実

③就学前教育・保育事業と地域子ども・子育て支援事業の充実

④様々な家庭への支援の充実

⑤子供・若者の育成支援の充実

⑥子供の貧困対策の充実

次回からは資料に基本目標を掲載いたします。

令和３年度和歌山市子ども・子育て会議 委員からの意見等一覧及び回答について

第二期和歌山市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について

・資料について

委員からの指摘事項 回答

・（１）子ども・子育て施策の展開（計画第４章部分）進捗状況について

回答

現在、不妊治療費の助成は特定不妊治療（体外受精、顕微授精及び男性不妊治

療）と一般不妊治療（特定不妊治療を除く治療及び不育症検に対する治療、検

査）を行っています。国は令和４年４月１日から特定不妊治療費を医療保険適

用にする方針のため、特定不妊治療費にかかる助成は廃止する予定です。しか

し、令和４年３月３１日に治療を開始し、令和５年３月３１日までに治療終了

した方については、令和４年４月１日以降も１回の治療に限り助成します。そ

のため、不妊治療費の医療保険適用に伴う変更であり、縮小ではありません。

一般不妊治療については、今後も助成を継続します。
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新型コロナウイルス感染症の影響なし。精査して

実施しているため減。

15
予防接種

（保健対策課）

実績について、新型コロナの影響を受け

ての実績となっていると思われるが、

【予防接種率】の直近の実績について教

えてほしい。

　日本脳炎ワクチンの供給不足の影響で日本脳炎

ワクチンの接種率が低下している。１２月供給量

回復の通知を受けて１月に接種勧奨を実施した。

また、３月の「子ども予防接種週間」に対象者及

び医療機関等の関係機関に接種勧奨を実施。

５歳児相談事業

（地域保健課）

実績について、新型コロナの影響を受け

ての実績となっていると思われるが、

【個別相談件数】の直近の実績について

教えてほしい。



令和４年１月末の栄養相談・栄養

指導者数（単位：人）

1,133人

令和４年１月末の乳幼児健診での

情報提供実施回数（単位：回）

・4か月児健診8回・育児相談会36

回

・10か月児健診8回・育児相談会

36回

・1歳6か月児健診78回

・3歳児健診77回

・2歳6か月児歯科健診40回

令和４年１月末の両親教室・妊婦

教室実施回数（単位：回）

妊婦教室：0

両親教室１月末

４回（５７組　１１３

人）

委員からの質問内容

・（２）新たな取組一覧表について
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妊産婦・乳幼児の食育

の推進

（地域保健課）

実績について、新型コロナの影響を受け

ての実績となっていると思われるが、

【栄養相談・栄養指導者数】【乳幼児健

診での情報提供実施回数】【両親教室・

妊婦教室実施回数】の直近の実績につい

て教えてほしい。

4か月児、10か月児、1歳6か月児健診については、

集団指導が中止となっており、個別相談として対

応。

新型コロナ感染拡大防止のため、4か月児健診、10か月

児健診は、R3年5月～R4年3月まで医療機関での個別健

診を実施。

個別健診の案内送付時に、パンフレットを同封。ま

た、子育てや栄養、歯科等に関する相談については、

各保健センターで相談会を実施。(月1回・予約制)

妊婦教室：新型コロナ感染拡大のため実施見合わ

せ。希望者には個別相談として実施。

両親教室については、令和３年度は６月に２回、

１０月に２回開催できたが、１月に予定していた

分はコロナの影響で実施できなかった。（沐浴・

妊婦体験のみ実施・人数制限）

R3年4月～R4年1月に42件を検討。

現在、医師より助言を受けるところで終了しているところがあり、助言を受け

たケースについて進捗状況を振り返ることができていない。今後は助言を受

け、支援内容を変更した上で家庭や子どもにどのような変化があったのか、さ

らに今後どのような支援が必要なのか等を検討していけるような事業の展開を

していきたい。

子ども家庭総合支援拠点の強化

事業（小児精神科医等によるア

ドバイザー事業）

（こども総合支援センター）

【主な事業内容】

本市の子供を虐待から守る体制の強化

のために支援を必要とする児童（発達

障害児等）への対応に苦慮している保

護者に医学的な知見を元に助言を行う

ことで虐待を未然に防止し、また、虐

待を受けた影響で愛着障害を有する児

童が増え、対人関係の中で問題が生じ

たり、自傷行為、摂食障害等の課題を

抱えていることから、小児精神科医等

より助言を得ることによって早期に医

学的なアプローチに繋げるとともに、

相談援助の充実を図る。

事業名

お見合い応援プロジェクト～あ

なたの出会い応援します！～

（子育て支援課）

【主な事業内容】

結婚期から切れ目のない支援として、

結婚を望むが出会いの機会が少ない市

民に、地域で出会いの場を提供してき

た世話人同士が連携して、お見合い型

の出会いの場を提供する。

回答

和歌山市の生涯未婚率（50歳時の未婚割合。45～49歳の未婚率と50～54歳の未

婚率の平均）を令和２年国勢調査をもとに子育て支援課で算出しました。

〇全体：21.2％

〇男：25.2％

〇女：17.5％

※未婚率：（未婚者数）/（人口（外国人含む））*100

和歌山市の生涯未婚率がわかる資料があ

れば提示してください。

現状・進捗はどうなっていますか。



計画基本目標 施策番号
子ども・子育て会議

資料１該当ページ

(1)母子の健やかな心と身体の育成支援の充実 １～２１ P.２～P.６

(2)食育の推進 ２２～２４ P.６、P.７

(3)周産期・小児医療体制等の充実 ２５、２６ P.７、P.８

(1)子育ての不安感や負担感をやわらげる支援 ２７～３４ P.８～P.９

(2)子育て中の保護者の孤立防止と仲間づくりの推進 ３５，３６ P.１０

(3)地域における子育て支援 ３７～４０ P.１０、P.１１

(4)経済的な支援 ４１～４９ P.１１～P.１３

(5)男女共同参画の推進 ５０～５４ P.１３、P.１４

(6)子育てと仕事の両立支援 ５５～５９ P.１５

(1)子育て支援事業に関する情報提供の強化 ６０，６１ P.１６

(2)教育・保育事業の充実 ６２～６５ P.１７、P.１８

(3)地域子ども・子育て支援事業の充実 ６６～７４ P.１８、P.１９

(4)子ども・子育てに関する相談支援と事業の利用支援 ７５ P.２０

(1)ひとり親家庭への支援 ７６～８６ P.２０～P.２３

(2)障害のある児童とその家庭への支援 ８７～９６ P.２３～P.２５

(3)海外にルーツを持つ子供とその家庭への支援 ９７～１００ P.２５、P.２６

(4)子供の虐待の早期発見と防止対策の充実 １０１～１０４ P.２６、P.２７

(1)子供の人権擁護 １０５～１０７ P.２７

(2)家庭と地域の教育力の向上 １０８～１１２ P.２８、P.２９

(3)生きる力を養う教育環境の充実 １１３～１３４ P.２９～P.３４

(4)子供・若者の健全育成体制の充実 １３５～１４０ P.３４～P.３６

(5)ひきこもり対策支援や相談体制の充実 １４１～１４３ P.３６

(6)若者の就労支援対策の充実 １４４、１４５ P.３７

(7)思春期からの健康づくり １４６～１４９ P.３７～P.３９

(8)次代の親育成の推進 １５０ P.３９

(1)教育の支援 １５１～１５３ P.３９、P.４０

(2)生活の支援 １５４、１５５ P.４０

(3)保護者の就労の支援 １５６ P.４０

(4)経済的支援 再掲のみ

６　子供の貧困対策の充実

第二期和歌山市子ども・子育て支援事業計画の基本目標及び施策体系について

１　子供の健やかな成長を支える

母子保健事業の充実

２　子育てしやすい環境整備の充

実

３　就学前教育・保育事業と地域

子ども・子育て支援事業の充実

４　様々な家庭への支援の充実

５　子供・若者の育成支援の充実



（保育を行う体制の拡充等）

第九条　国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して保育を行う体制の拡充が図られるよ
う、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条の二第一項の仕事・
子育て両立支援事業における医療的ケア児に対する支援についての検討、医療的ケア児が在
籍する保育所、認定こども園等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

２　保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育事業等を営む者は、その設置す
る保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的
ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、保健師、助産師、看
護師若しくは准看護師（次項並びに次条第二項及び第三項において「看護師等」という。）
又は喀痰吸引等（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）第二条第二項
に規定する喀痰吸引等をいう。次条第三項において同じ。）を行うことができる保育士若し
くは保育教諭の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。

３　放課後児童健全育成事業を行う者は、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療
的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置そ
の他の必要な措置を講ずるものとする。

幼児教育・保育部会（議題：医療的ケア児について）

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（一部抜粋）

（保育所の設置者等の責務）

第六条　保育所（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条第一項に規定す
る保育所をいう。以下同じ。）の設置者、認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第六項に規定
する認定こども園をいい、保育所又は学校教育法第一条に規定する幼稚園であるものを除
く。以下同じ。）の設置者及び家庭的保育事業等（児童福祉法第六条の三第九項に規定する
家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業及び同条第十二項に規定する事業所
内保育事業をいう。以下この項及び第九条第二項において同じ。）を営む者は、基本理念に
のっとり、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等
を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

２　放課後児童健全育成事業（児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成
事業をいう。以下この項及び第九条第三項において同じ。）を行う者は、基本理念にのっと
り、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責
務を有する。

参考資料


